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令和５年（わ）第９０号 

 

主 文          

被告人を懲役１３年に処する。 

未決勾留日数中３３０日をその刑に算入する。 

理 由          

（犯行までのいきさつ） 

被告人は、令和２年１２月頃、パチンコ店において、Ａと知り合い、Ａと行動を

共にするようになった。被告人は、当時、茨城県ひたちなか市（住所省略）にある

Ｂハイツ１０２号室（以下、この建物を「Ｂハイツ」、この部屋を「１０２号室」と

いうことがある。）に住んでいたところ、遅くとも令和３年２月４日頃から同月１

１日頃までと同月１４日以降、そこでＡと同居した。被告人は、Ａと共に生活する

うち、Ａのせいで１２００万円の損害を被った、また、Ａから多額の金銭を得られ

るはずだったのにそれができなかったなどと考えて立腹し、以下の犯行に及んだ。 

（罪となるべき事実） 

被告人は、令和３年２月中旬頃から同月２４日午前０時２６分頃までの間に、１

０２号室又はその周辺において、Ａ（当時３９歳）に対し、その頭部、胸部、腹部、

背部、左右上肢及び左右下肢に不詳の方法で暴行を加え、Ａに全身多発性の皮下出

血、組織挫滅等の傷害を負わせ、よって、同日午前８時５６分頃、茨城県ひたちな

か市（住所省略）の病院において、Ａを多発外傷に基づく外傷性ショックにより死

亡させた。 

（事実認定の補足説明） 

第１ 争点と当事者の主張 

何者かが、罪となるべき事実に記載した暴行（この項において以下単に「暴

行」という。）をＡに加え、その記載のとおりの傷害を負わせ、その記載のとお

りの日時場所でその記載のとおりの死因により死亡させたことは、当事者間に
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争いがなく、証拠により明らかに認められる。 

争点は、被告人が、暴行を行った犯人かどうかである。被告人は、Ａに対し

て暴行を加えておらず、Ａは何者かによって暴行を受けたと供述する。弁護人

も、被告人は暴行をしていないため犯人ではなく、第三者にもＡと接触して暴

行を加える機会が十分にあったのであるから、被告人は無罪であると主張する。 

当裁判所は、被告人が犯人であると判断したので、以下その理由を説明する。 

第２ 被告人が犯人かどうかを検討する上で前提となる事実 

以下の事実は、証拠によって明らかに認められる。 

被告人は、令和２年１２月頃、Ａとパチンコ店で知り合い、令和３年１月中

旬以降、Ａと毎日のようにラインで連絡をとっていた。 

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ及びＧは、いずれも被告人の知人であり、このうちＣとＤは兄

弟である。 

被告人は、遅くとも同年２月４日以降、１０２号室にＡを寝泊まりさせるよ

うになり、一時中断したものの、同月２４日まで同居していた。被告人は、こ

の間の同月中旬頃から同月２３日にかけて、Ａと一緒に買い物に行くなどして

行動を共にした。 

Ａの体には、少なくとも同月１７日までは、外から明らかに確認できるけが

などの異変はなかった。 

Ａは、Ｈ銀行Ｉ支店を訪れた同月２１日午後３時４４分頃までに、右手や右

上腕に赤く皮膚が変色するけがを負っていた。 

Ａは、同月２３日午後１時５４分頃から同日午後２時３分頃まで、被告人と

共にコンビニエンスストアＪ店（以下「コンビニ」という。）を訪れたが、その

際、両手が赤紫色に腫れ上がるけがを負っていた。また、その店で買い物をす

る際、被告人は、Ａに買い物かごを持たせ、自ら選んだ商品をその買い物かご

に次々に入れるなどしたが、そのうち、買い物かごを代わって持つようになっ

た。 
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被告人は、同日午後１１時１３分頃、Ｃに対し、「緊急事態で電話した！電

話くれないか！大至急」とメッセージを送るなどして、Ｃに１０２号室に来る

ように言った。 

Ｃが同月２４日午前０時２６分頃に１０２号室に着くと、被告人とＡだけが

おり、Ａは、顔や手などが青紫色に腫れ上がり、耳たぶに血が付き、起き上が

ることができないほどの重傷を負った状態であった。 

その後、Ｂハイツで火事が起きたため、被告人とＣは、動けないＡを連れて

１０２号室を出て、同日午前４時５１分頃、被告人の車両とＣの車両に分かれ

て出発した。被告人の車両とＣの車両は、茨城県内をしばらく走行した。Ｃは、

同日午前８時５４分頃、Ａを病院に連れて行き、同日午前８時５６分頃、Ａの

死亡が確認された。 

第３ 公訴事実と今後の検討の視点 

公訴事実は、罪となるべき事実と同旨であり、被告人が令和３年２月中旬頃

から同月２４日午前０時２６分頃までにＡに暴行を加えたとするものである。

そうすると、検察官としては、上記認定の同月２１日午後３時４４分頃や同月

２３日午後１時５４分頃にＡに見られた傷害の原因となる暴行を含め、全ての

暴行を被告人が行ったことを主張するものと解される。もっとも、同月２３日

午後１時５４分より前の暴行と同日午後２時３分から後の暴行（以下「コンビ

ニ前の暴行」と「コンビニ後の暴行」という。）とでは、証拠関係が大きく異な

るため、それぞれ別個に検討するのが合理的である。 

なお、公判前整理手続の争点整理においても、時期の異なる二つの暴行があ

ることとされ、その分かれ目は同月２３日夜とされた。これについては、弁護

人から、暴行の時期の分かれ目は同日午後２時３分ではないかという指摘があ

ったものの、検察官が同日夜であると主張したためにそのような争点整理とな

った経緯もある。そうすると、これから行う検討は、争点整理の内容には沿わ

ないものとなるが、公判前整理手続においては裁判所は証拠を見られないため、
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暴行の時期の分かれ目について主体的に関わることができなかったものである。

その上、被告人と弁護人は、暴行の時期の分かれ目がどこであるかにかかわら

ず、令和３年２月中旬頃から同月２４日午前０時２６分頃までの暴行に対して

防御をすべき立場にあり、実際の訴訟進行を見ても、十分に防御を尽くしたと

見ることができるから、不意打ちによる認定などの問題はないものと考える。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 判断の概要 

  被告人が犯人であると認定するためには、証拠によって認められる事実の中

に、被告人が犯人ではないとすると合理的に説明することができない事実関係

が含まれていることが必要である。 

  そこで、以下、証拠によってどのような事実が認定できるかを示した上（後

記２）、それらの事実が認定できる理由を示し（後記３）、それらの事実に基

づいて、コンビニ後の暴行について、被告人が犯人ではないとすると合理的に

説明することができないといえるかを検討し（後記４）、さらに、コンビニ前

の暴行について、被告人が犯人ではないとすると合理的に説明することができ

ないといえるかを検討する（後記５）。 

２ 認定事実 

  以下の事実は、証拠により認めることができる。 

⑴ Ｃが令和３年２月２４日午前０時２６分頃、１０２号室に到着した際、一

人では動くことができないほどの重傷を負った状態のＡと被告人の二人だけ

がいた（以下、「事実①」という。）。 

⑵ 被告人は、同月２３日夜から２４日にかけて、Ｃが１０２号室に向かって

いる際、Ｃと電話で話し、「チビを殴った。うそをついたから殴った。」など

と言い、Ｃが１０２号室に到着した後は、Ａが重傷を負っている理由につい

て尋ねられ、「うそをついたから殴った。」「ボコボコにした。」「頭も殴っ

た。」と言ったり、その部屋にあったつえを指さして「つえでケツや太もも
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を殴った。」と言ったりした（以下、「事実②」という。）。 

⑶ 被告人は、遅くとも同日午前０時２６分頃までには、Ａが重傷を負ってい

ることを分かっていたのに、病院に連れて行ったり警察に相談したりせず、

Ｂハイツを出た後もしばらく茨城県内を走行した後、ＣにＡを病院に連れて

行かせ、自らはＥの家に身を寄せるなどした（以下、「事実③」という。）。 

⑷ Ｋは、Ｂハイツ２０３号室の住人であったところ、自室で、同月２３日午

後４時頃から５時頃の間に、１０２号室から、「これでやってやる。」「こ

れで突いてやる。」のように聞こえる被告人の怒鳴り声を聞き、同日午後８

時頃から午後１０時頃の間に、同じく１０２号室から、何かが壁にぶつかる

ような「ドーン」「ドスン」という音が続いているのを聞いた（以下、「事

実④」という。）。 

⑸ Ａに暴行を加える理由を持つ第三者や、Ａに暴行を加えることができた第

三者の存在をうかがわせる事情がない（以下、「事実⑤」という。）。 

⑹ 被告人は、遅くとも同月中旬頃から、Ａに対して金銭関係の不満を持ち、

金銭を払わせようとしており、被告人にはＡに暴行を加える理由があった（以

下、「事実⑥」という。）。 

⑺ 被告人は、同月２３日夜、Ｅに電話し、「もうチビがやばいんだ。」「ゴ

ルフのパターでバチバチたたいた。」などと言い、翌２４日にＥ方を訪ねた

時も、同じことを言った。また、被告人は、その１週間後くらいに、ＥがＧ

に電話し、Ｅと電話を代わった際、Ｇに対し、「ひたちなかで起きた事件の

ことを知ってますか。」「自分が連れてきた人間を、一発二発殴った。」な

どと言った（以下、「事実⑦」という。）。 

３ 上記事実を認定した理由 

   まず、事実認定の根拠とした各証人の供述の信用性を検討した上、その供述

から認定した事実や、その事実を総合して認められる事実を示す。 

 ⑴ Ｃの供述について 
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ア Ｃの供述の概要 

被告人とは、令和２年の夏頃に知り合った。Ａとは令和３年１月に初め

て会い、二、三回会ったことがある。被告人はＡをチビと呼んでいた。 

同年２月２３日の夜遅くに、被告人からラインでＢハイツに来てほしい

と言われた。自分の車に乗ってＢハイツに向かっている途中、被告人と電話

で話した時、被告人から「チビを殴った。」「うそをついたから殴った。」

と聞いた。 

Ｂハイツに着いて１０２号室に入ると、被告人とＡの二人だけがいた。Ａ

は、ふとんに横になっており、顔と手が青紫色に腫れて、爪が白くなってい

たのが見えた。Ａは、自分で体を起こしたり動いたりすることができない状

態だったため、被告人から頼まれて、二人でＡを立たせたが、二、三歩歩い

て、ふとんの上に膝をついて倒れた。その時、Ａの耳たぶに血がついている

のに気づき、被告人に理由を尋ねたところ、被告人から「頭も殴った。」と

言われた。Ａの手や顔が腫れ、動けない状態になっている理由についても尋

ねたところ、被告人は「ボコボコにした。」と言ったり、２つに折れたつえ

を指さして「つえでケツや太ももを殴った。」と言ったりした。 

被告人はＡを殴った理由について「現場に遅れて１２００万円の損害が

出た。」「貯金があると言っていたが、１８万円しかなかった。」と言った

り、何人かの名前、金額や土地などが書かれたメモを見せながら「メモ用紙

に書かれていたのも全部うそだった。」と言ったりした。 

被告人に対し、Ａを病院に連れていくことを提案したところ、被告人から、

Ａが行きたくないと言っていると言われたが、実際にＡがそのように言っ

ているのを聞いたことはない。火事でＢハイツを出ることになり、Ａを自分

の車の助手席に乗せ、被告人は被告人自身の車に乗って移動した。Ｂハイツ

に来ていた警察官や消防隊員に対し、被告人がＡの状態などについて話す

ことはなかった。Ａをトイレに連れていくという話になり、何か所か公衆ト
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イレを回ったが、被告人がここは駄目だな、などと言って、トイレに寄るこ

とはなかった。 

しばらくして、Ａの様子を確かめると、冷たくなっていて息をしていない

ことがわかり、被告人にそのことを伝えた。被告人から、Ａを病院に連れて

いくよう指示されたため、一人で行くのは嫌だ、一緒に来てほしいと何度も

伝えたところ、後ろからついていくと言われた。被告人に対し、病院に対し

てどのように状況を説明すればいいのか尋ねたところ、「ヤクザに二、三日

前に絡まれたって言え。」と言われた。その後、Ａを病院に連れて行ったが、

被告人が後ろからついてくることはなかった。 

イ Ｃの供述の信用性 

Ｃは、被告人からラインで呼び出されて１０２号室に向かい、そこで重傷

を負ったＡを見てから、最終的にＡを病院に連れて行くまでの経過を具体

的かつ詳細に話している。その内容は、メッセージや通話の履歴、防犯カメ

ラにより認められる自動車の動きなどと合っているほか、Ａの背中に棒状

のものによる外力が加わってできたと考えることのできる皮膚変色が存在

していることや、１０２号室に１２００万円という金額が記載された念書

があったことなどとも合っている。 

弁護人は、Ｃが、この事件の直後に行われた警察官の取調べの中で、Ａは

二、三日前にヤクザに絡まれたなどと話していて、話が変わった理由として

納得できるものはないと主張する。Ｃは、取調べでうそを言った理由につい

て、顔や手などが腫れ、動けない状態になっているＡを見たり、被告人の犯

行告白を聞いたりしたことで、次は自分がＡと同じような目に遭わされる

と思い怖くなり、恐怖感から本当のことを正直に話せなかったなどと説明

している。また、Ｃは、話を変えた理由について、本当のことを話して被告

人から報復される怖さと、本当のことを話したいという気持ちの間で葛藤

し、Ａに申し訳ないという思いから正直に話すことにしたと説明している。
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二、三日前にヤクザに絡まれたというのは、既に認定した前提事実からする

と明らかに事実に反するものであるから、被告人からそのように言うよう

に言われ、上記の理由でうそを言ったというのは、よく納得できることであ

り、話を変えた理由についても合理的であって納得できる。 

また、弁護人は、１０２号室から発見されたつえは、４つに折れていたと

ころ、２つに折れていたというＣの供述は、そのような客観的な証拠に反し

ていて信用できないと主張する。そこで検討すると、１０２号室から発見さ

れたつえは４つに折れていたものの、４等分という折れ方ではなく、持ち手

の部分が取れ、本体部分も全長の半分以上の長さの真ん中の部分とその両

端の部分とに分かれていて、じっくり見るのでなければ２つに分かれてい

るように見えてもおかしくないものといえるから、Ｃの上記の供述部分も、

その信用性の判断に影響しない。その他の弁護人の主張も、Ｃの供述の信用

性の判断に影響しない。 

したがって、Ｃの供述は信用できる。 

⑵ Ｋの供述について 

ア Ｋの供述の概要 

令和３年２月２４日の火事がきっかけで退居するまでは、Ｂハイツ２０

３号室に住んでいた。 

当時、１０３号室と２０１号室には、それぞれ男性が一人で住んでいて、

挨拶をするような関係であった。１０３号室の住人の声はしわがれた声で

あり、２０１号室の住人の声は底広がりのような声であった。１０１号室

は空室で、２０２号室には男性が一人で住んでいたが、話したことはない。 

１０２号室の住人とは、あまり顔を合わせる機会がなかったが、その住

人がＢハイツに新しく入居した時の大家さんの奥さんとのやりとりが聞こ

えたことがあったので、声を知っていた。１０２号室の住人は、ドスンと

した太い声で、茨城なまりの話し方をしていた。 
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同月２３日午後４時頃から５時頃に、犬のトイレのためにＢハイツの駐

車場のそばにある芝生に行って２０３号室に戻ったところ、「これでやっ

てやる」「これで突いてやる」という声が聞こえ、その声が１０２号室に

住んでいる男性の声だったことや、声が聞こえてきた方向から、その声は

１０２号室から聞こえたと思った。 

同日午後８時頃から「ドン」「ドスン」という何かが壁にぶつかるよう

な大きな物音が鳴り始め、その音は、１０２号室がある方向の、下から上

がってくるような感じで聞こえ、１０２号室の住人が、訪ねてきた人とけ

んかをしているのかなと思った。「ドン」「ドスン」という音が聞こえてい

た時、２０３号室の玄関ドアを開けて２０１号室の方を見てみた。午後１

０時前頃に「ドン」「ドスン」という音が鳴りやみ、その後、２０２号室の

住人が帰宅して玄関ドアの鍵を閉める音が聞こえた。 

イ Ｋの供述の信用性 

  Ｋは、自宅にいる間にあった特別な体験について語ったものであり、うそ

を言う理由がないのはもちろん、聞き違いや勘違いなどがあったとも考え

られない。その供述のうち、１０２号室の住人の「これでやってやる」「こ

れで突いてやる」という声を聞いたという部分については、ほかの部屋の住

人の声を具体的に述べ、それらとは全く違う声だったと述べているから、十

分に信用できる。また、「ドン」「ドスン」という音を聞いたという部分に

ついては、長い時間にわたり聞いたことや、気になって玄関ドアを開けたこ

となどを述べていて、体験した者ならではの供述であるといえる。 

 したがって、Ｋの供述は信用できる。弁護人がＫの供述の信用性を争っ

てする主張は、いずれも以上の判断に影響しない。 

もっとも、「これでやってやる。」「これで突いてやる。」という言葉

は、そのままであるとするとやや説明的にすぎて不自然であり、被告人が

この言葉をそのまま言ったと認めることはためらわれる。実際には前後の
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言葉があるのにその部分しか聞こえなかった可能性なども否定できないか

ら、この部分については、Ｋに「これでやってやる。」「これで突いてや

る。」と聞こえるような言葉を言ったという限度で事実を認定する。 

 ⑶ Ｅの供述について 

ア Ｅの供述の概要 

被告人とは土木作業の現場で知り合って友達になった。Ａとは、被告人

がＥの家にＡを連れてきたことがきっかけで知り合った。 

令和３年２月中旬に１０２号室に行った時、被告人から、Ａに念書を書

かせたと言われて念書を見せられ、そこには、Ａが１００万円を超える金

額のお金を用意できなければＡの母からお金を引っ張ってくるという内容

が書かれていた。 

同月２３日の夜に被告人と電話をした時、被告人から「もうチビがやば

いんだ。」「ゴルフのパターでバチバチたたいた。」と聞いた。同月２４

日に被告人がＥの家に来た際も、被告人から同じ内容の話を聞いた。その

後被告人がＥの家に滞在していた約２週間の間に、Ｆと電話をした、その

電話の中で、Ｆから、被告人とＥがＡを殺したんじゃないかと大問題にな

っていると言われた。 

イ Ｅの供述の信用性 

Ｅの供述のうち、同月２３日夜以降の被告人との会話に関する部分は、

前後の文脈を含めて具体的で前提事実にも合っており、１０２号室にゴル

フセットがあったこととも合っていて、実際には体験していない事実を話

しているとは考えにくい。うそを言おうとすれば、単に殴ったと聞いたと

しておけば足りると思われるのに、あえて「ゴルフのパター」でたたいた

といううそを言う理由も見当たらない。 

弁護人は、まず、Ｅの供述は、パターがゴルフバッグの中にしまわれた

状態で発見され、凹みや血痕の付着等の異変が一切生じていなかったこと
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などの客観的な状況と合わないと主張する。パターの発見状況は、外見上

明らかな異変がないという限度では弁護人の主張するとおりであるが、発

見時には凶器である可能性があると認められず、詳細な見分がされていな

いものである上、パターの素材や形状からすると、人の体をたたいた場合

に必ず異変が生じるとは限らないから、弁護人の主張は当たらない。 

また、弁護人は、Ｅの供述は内容が変わっているところ、その理由も納

得できないと主張する。すなわち、Ｅは、令和３年７月から９月までの取

調べの中で、２月２３日や２４日、被告人は犯行を認める発言をしなかっ

た、Ｆと事件のことについて電話をしたとき、被告人は犯行を否定する発

言をしたと述べる。その一方で、その取調べの中では、被告人がＡに暴行

をしてけがをさせたと直感で思った、被告人は暴行を否定したが、その反

応で被告人がやったと判断したなどとも述べていて、被告人をかばったり、

被告人が犯人であることを隠したりしていないから、法廷でかばったり隠

したりするのをやめて本当のことを話したとは解釈できず、ほかに話の内

容が変わったことについて納得できる理由もないというのである。 

Ｅは、法廷で、取調べでうそを言った理由として、被告人が犯人である

と知りながら被告人をかくまったとして罪に問われるのを避けるため、警

察には被告人が犯人であると分かっていることを知られたくなかったこと

などを挙げる。また、話の内容を変えて本当のことを言うことにした理由

について、被告人が不起訴になったことについて責任を感じ、Ａに申し訳

ないことをしたと思ったからであるとも述べる。 

 そこで検討すると、Ｅが、取調べにおいて、被告人が犯人だと述べたと

しても、それに沿う証拠がなければ犯人をかくまった罪に問われないだろ

うと考え、被告人との会話だけを隠すことは理解できる行動であり、法廷

で事実を話そうとした理由も頷けるものであるから、話が変わったことに

は納得できる理由があるといえる。 
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したがって、Ｅの供述は信用できる。 

  ⑷ Ｇの供述について 

   ア Ｇの供述の概要 

     被告人とは、四、五年前からの知り合いである。 

この事件の１週間後くらいにＥから電話があり、これに応じると、Ｅが

被告人と代わった。そして、被告人は、「ひたちなかで起きた事件のこと

を知ってますか。」と尋ねてきた。その事件のことは分からなかったが、

「どうしたの。」と聞くと、被告人は、「自分が連れてきた人間を、一発二

発殴った。それを女に病院に連れて行かせた。同じアパートでガス爆発だ

か何かが起きて、自分のその事件が発覚しそうだ。」などと言っていた。

その後、ネットニュースを調べると、Ａという人が死亡した事件であると

分かった。 

   イ Ｇの供述の信用性 

Ａは、実際には全身に多数回にわたり打撃を受けているから、一発二発

殴ったというのは、犯人の行動であるとすると事実と合わないが、犯人が

他人に説明するときに犯行を過少に言うのはよくあることである。そのほ

かに、Ｇの供述に不自然なところはない。また、Ｇは、被告人をかわいい

やつだと思っているなどとも述べていて、あえてうそを言う理由が見当た

らない。 

もっとも、Ｇは、令和３年８月の取調べにおいては、事件はニュースで

知っていた、被告人と電話で話した時、被告人は、「俺はやっていない。」

などと言っていた、その意味は、殴ったり蹴ったりしたけど、死ぬとは思

っていなかった、殺すつもりでやったわけではないということだと思う、

暴行をしたのは被告人なんだと考えてしまう、とも述べている。弁護人は、

Ｇの話はこのように変わっており、取調べでも被告人をかばってはいない

から、話が変わったことに納得できる理由はないと主張する。Ｇは、話が
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変わった理由について、以下のとおり述べる。すなわち、取調べの時には、

被告人が友達でもあり、仲間でもあるので、かばう気持ちと、自分が余計

なことを言わなくてもいいと思うのとで本当のことを言わなかった。しか

し、被告人が不起訴になった際、Ｅや自分に電話の一本もなかったことや、

今でもかばいたい気持ちはあるものの、いつまでもこのようなことを続け

ず、本人に正直に言ってもらいたいという気持ちから、本当のことを話し

たと述べる。Ｇが取調べ時において、被告人が犯人だと思うと話しながら

も、その根拠となる発言を話さなかったのは、Ｇなりに被告人をかばう行

動と解釈できるものであり、法廷で事実を話すに至った理由も納得ができ

るものである。 

したがって、Ｇの供述は信用できる。 

  ⑸ Ｄの供述について 

ア Ｄの供述の概要 

令和３年１月頃、１０２号室に行って被告人と車の売買などの話をした

ことがある。そのうちの少なくとも１回、車の陸送の話から仕事の話にな

った際、被告人が「チビが仕事をしても集金してこない。」「一回しめてや

るしかない。」などと言ったことがある。チビという言葉がＡのことを指

していることは、この事件の数日後に知った。車の売買代金などの名目で

被告人に金銭を支払ったが、結局車は手に入らなかった。 

イ Ｄの供述の信用性 

 Ｄの供述は、具体的で自然なものである。 

もっとも、Ｄは、令和３年３月の取調べでは、「チビが仕事をしても集

金してこない。」などの被告人の発言について述べておらず、令和４年１

２月の取調べでは、その発言について二、三回聞いたと述べ、法廷では１

回は聞いた、それ以上に聞いたかもしれないと述べている。弁護人は、話

が変わったことについて納得できる理由はないから、Ｄの供述は信用でき
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ないと主張する。Ｄ自身は、令和３年３月の取調べで上記の被告人の発言

について述べなかった理由について、詐欺罪のことをメインに聞かれたか

ら思い出さなかったと説明し、法廷でこれを述べた理由は、検察庁で傷害

致死のことを主に聞かれ、Ａのことをよく聞かれるうちに思い出したから

であると説明する。しかし、Ａが死亡した事件があったからこそＤが事情

聴取を受けたことは明らかであり、Ｄの説明をそのまま受け入れることは

できない。もっとも、被告人から「一回しめてやるしかない。」などの話を

聞いたとする当時、ＤはチビがＡのことであると知らなかったのであるか

ら、この話が強く印象に残らなかったとしても不自然ではなく、取調べの

中で思い出せなかったとしても無理はない。他方で、複数回取調べを受け、

この事件のことやＡのことについて詳しく質問される中で、被告人の上記

の発言を思い出したとしても不自然ではない。なお、発言を聞いた回数に

ついては、話が変わったというのは当たらない。 

また、弁護人は、Ｄが過去の取調べにおいて、被告人をペテン師だと言

っていて、被告人への悪感情からうそを言っている可能性があると主張す

る。Ｄは、金銭をだまし取られたことについては、金がない人から取れな

いから今は返してほしいと思わない、被告人がそういう人間だと諦めたと

述べており、いずれにしても、偽証罪に問われる危険を冒してうそを言う

理由が現在でもあるとは考えにくい。 

したがって、Ｄの供述は信用できる。 

  ⑹ 事実①ないし③について 

    事実①ないし③は、前提事実及びＣの供述から認められる。 

  ⑺ 事実④について 

    事実④は、Ｋの供述から認められる。 

  ⑻ 事実⑤について 

ア 証拠から認定できる事実 
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警察官であり、この事件の捜査をした証人Ｌの供述、Ａの母である証人

Ｍの供述、Ａの兄である証人Ｎの供述、Ｅの供述等の証拠によれば、以下

の事実が認められる。 

警察において、Ａの人となりや身辺を捜査し、被告人以外にＡに暴行を

加える可能性のあった第三者がいるかどうかが調べられた。当時Ａが使用

していたスマートフォンの電話帳、通話明細、メッセージアプリ、検索履

歴などを調べても、Ａが被告人以外の第三者とトラブルを抱えていること

が分かる事実は発見されなかった。１０２号室、Ａの実家並びにＡ、被告

人及びＣが使用していた各自動車を捜索したが、Ａが使用していたと見ら

れる上記スマートフォン以外の携帯電話は発見されなかった。 

Ａの銀行口座を調べても、令和３年１月中旬以降、合計７８万円の出金

はあるが、Ａが金融機関や第三者からお金を借り入れたり返済したりして

いることが分かる記録はなく、Ａがお金に困っている様子はなかった。さ

らに、Ａの信用情報を調べても、銀行、消費者金融及びクレジットカード

会社等からの借り入れをしていた記録はなかった。なお、上記の合計７８

万円の出金については、既に被告人と知り合った後の出金であるところ、

被告人以外の第三者に支払われた形跡はない。 

ＭとＮは、Ａから、Ａが第三者とトラブルを抱えているという話などを

聞いたことはなかった。また、Ａの死後、Ａの実家に、Ａにお金を貸してい

たという人が取り立てに来たり、借金の督促状などが届いたこともない。

そして、Ａが、死亡時に使用していたスマートフォン以外の携帯電話を使

用するのを見たことはなかった。 

Ｅも、被告人やＡとは互いの家に泊まり合ったりする仲であったが、Ａ

が死亡時に使用していたスマートフォン以外の携帯電話を使用するのを見

たことはなかった。 

イ 上記事実から事実⑤が認定できることについて 
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そこで、被告人の弁解も踏まえて、Ａに暴行を加える理由を持つ第三者

や、Ａに暴行を加えることができた第三者の存在をうかがわせる事情がな

いといえる理由を説明する。 

被告人の弁解は次のとおりである。Ａは、被告人と出会った当初からや

くざ者との金銭トラブルを抱えていて、同居している期間中も、外でけが

をして戻ってくることがあったが、誰にやられたかを聞いても答えてもら

えず、病院や警察に行くことについても、Ａが家族らに迷惑が掛かるから

と言って拒んでいた。Ａは、スマートフォンとは別にいわゆるガラケーを

持っていて、それでよく人と連絡を取っていた、令和３年２月２３日にコ

ンビニから帰った後も、Ａはそのガラケーで誰かと連絡を取って外出した。

その夜にドアをノックする音がしたので開けてみると、Ａが外でけがをし

た状態で座っていた。 

しかし、被告人のいうガラケーについては、仮に被告人の言うとおりで

あるとして、Ａが同日夜に帰った時に所持していなかったことは不可解で

あるし、充電器など、Ａがガラケーを持っていた痕跡といえるものも全く

ない。また、Ａの家族や、被告人やＡと互いに泊まり合う仲だったＥも、Ａ

がスマートフォン以外の携帯電話を使用するのを見たことがないと述べる

ところ、令和３年当時にガラケーを見ることは比較的珍しいことであるか

ら、仮に見ていればその通りに述べるものと考えられるし、たまたまＡが

被告人の前でだけ使用していたというのも考えにくい。 

そうすると、Ａは、死亡時に使用していたスマートフォン以外の携帯電

話を使用していなかったものと認められる。そのほか、Ａが被告人以外の

第三者とトラブルを抱えていれば、何らかの痕跡が見られて当然であると

いえるところ、これが全く見られなかったのであるから、そのようなトラ

ブルはなかったと見るほかない。 

したがって、Ａに暴行を加える理由を持つ第三者や、Ａに暴行を加える
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ことができた第三者の存在をうかがわせる事情はないものといえる。 

  ⑼ 事実⑥について 

ア まず、上記のとおり信用できる証人の供述等から以下の事実が認められ

る。 

 被告人は、令和３年１月頃、１０２号室でＤと会った際、「チビが仕

事をしても集金してこない。」「一回しめてやるしかない。」と言った。 

 被告人は、同年２月中旬頃、Ｅの家を訪れた際、Ｅに対し、１００万

円を超える金額が記載された念書を見せた。 

 Ａは、同月１９日、スマートフォンで「念書」と検索した。（甲３０１

〔Ａの負傷状況等〕） 

 被告人は、同月２３日夜、Ｃが１０２号室に向かっている際、Ｃに電

話で「チビを殴った。」「うそをついたから殴った。」と言い、Ｃが翌２

４日０時２６分頃に１０２号室に着いた後には、Ｃに対し、「現場に遅

れて１２００万円の損害が出た。」「貯金があると言っていたが、１８

万円しかなかった。」と言ったり、何人かの名前、金額や土地などが書

かれたメモを見せながら「メモ用紙に書かれていたのも全部うそだった。」

と言ったりした。 

 この事件の後、１０２号室に残されていた被告人のバッグの中に、令

和３年２月２９日午前９時までに親から３００万円を借りてくること、

借りられなかった場合には、同じ日の午後７時までに１２００万円を支

払うこと、Ａの母が保証人となることが記載された、Ａ名義で宛名がな

い念書があった。（甲３０３〔Ｂハイツの状況等〕） 

   イ 以上の事実から事実⑥が認定できることについて 

 ＣとＤの供述からすると、被告人は、Ａに対して金銭のことで不満を持

っており、その不満の一部は遅くとも令和３年１月には持っていたものと

認められる。 
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１０２号室にあった念書は、１２００万円という金額がＣの供述と一致

している。その上、被告人のバッグの中から発見されているのであるから、

Ａが被告人に宛てて書いたものと考えるのが自然である。これに対し、被

告人は、Ａから念書の書き方を尋ねられたから教えたのであり、Ａが書い

た念書は被告人に宛てたものではないと述べるが、文章として完成してい

る念書が、単に書き方を教える立場に過ぎない被告人のバッグの中に保管

されていたことの説明が付かない。また、Ａは、念書の書き方をスマート

フォンで検索しており、書き方そのものの情報には接することができてい

たから、これを被告人から教わる必要はなく、金額や保証人が誰かなどの

具体的な点について被告人から指示されて作成したと考えるのが自然であ

る。なお、弁護人は令和３年２月２９日という日付は存在しない日付であ

るから、この念書は書き方の練習のために作成されたものであると主張す

る。しかし、２９日という日付は他の月には存在するもので、単なる間違

いである可能性もあり、いずれにしても、作成日が実在しないことのため

に、被告人宛ての念書であることが否定されることはない。 

そして、被告人が令和３年２月中旬頃にはＥに念書を見せていたことも

考え合わせると、被告人は、その頃から、Ａに対して金銭のことで不満を

持っており、暴行を加える理由があったものといえる。 

  ⑽ 事実⑦について 

    事実⑦は、ＥとＧの供述から認められる。 

４ コンビニ後の暴行の犯人について 

被告人が犯人ではないとすると、事実①の説明が付きにくい。すなわち、Ａ

は、令和３年２月２４日午前０時２６分頃の時点で自分では動けない状態であ

ったから、自分で外出先から帰ってくることは考えられず、他人がわざわざ連

れてきたと考えるには、その痕跡がなく、その理由も見当たらない。Ａが１０

２号室で暴行被害に遭ったと考える方がはるかに自然である。 
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また、被告人が犯人ではないとすると、事実②のとおり、Ｃに対して自分が

殴ったと話す理由はない。 

そして、事実③について、被告人の弁解は上記のとおりであり、Ａ自身が警

察や病院へ行くことを嫌がったというものであるが、ＣはそのようなＡの発言

を聞いていない。その上、被告人は、Ａと生活を共にしていたものであり、仮

に本人が嫌がったとしても、動けない状態にまでなっているＡを前にして、あ

くまで本人の思いを尊重して警察や病院に連れて行かないなどというのは、通

常の行動ではない。 

事実④は、事実①と併せて、Ａが１０２号室で被告人から暴行の被害を受け

たことを推測させる。一方で、１０２号室にほかに暴行に及ぶ者がいたことを

うかがわせる事情もなく、被告人が犯人ではないとすると説明できない。 

事実⑤については、既に検討したところではあるが、被告人が犯人ではない

とすると、他の犯人がいることをうかがわせる何らかの痕跡が残って当然であ

って、それが全くないことは説明しにくいものといえる。 

事実⑥については、単体としては、被告人が犯人ではないとしても説明でき

る事情である。もっとも、事実⑤と併せると、他の犯人がいることがうかがわ

れず、被告人には犯行の理由があることとなり、このような状況は、被告人が

犯人ではないとすると説明しにくいものといえる。 

事実⑦については、被告人が犯人ではないとすると、ＥやＧに既に認定した

ような話をする理由がなく、やはり説明できないものである。なお、Ｇに対す

る話は、一発二発殴ったというもので、事実に反して暴行の回数が過少である

が、ほかの犯人の話をせず、自分が殴ったと話したのであるから、被告人が犯

人であることを推測させる事情といってよい。 

以上の検討を総合すると、コンビニ後の暴行については、被告人が犯人では

ないとすると合理的に説明できないものといえる。 

５ コンビニ前の暴行について 
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まず、事実⑤については、コンビニ前の暴行についても同様に、被告人が犯

人ではないとすれば説明しにくいものである。 

また、前提事実のとおり、被告人は、令和３年２月２３日午後１時５４分頃

から午後２時３分頃までの間、コンビニでＡと買い物をしているところ、途中

から代わったとはいえ、他人の暴行によりけがを負ったにしてはＡを全く気遣

うことなく、手が赤紫に腫れ上がっているＡに買い物かごを持たせ、自ら選ん

だ商品をその買い物かごに次々に入れているのであり、このことも、被告人が

犯人ではないとすると説明しにくいものといえる。 

そして、Ａは、コンビニ前の暴行の結果、特に上記の買い物の時点ではかな

り大きな傷を負っているところ、Ａ自身、警察や病院へ行っておらず、被告人

もＡを警察や病院へ連れて行っていない。これに関する被告人の弁解は、上記

と同様、Ａ自身が家族らに迷惑が掛かると言って嫌がったというものであるが、

既に認定したとおり、Ａはスマートフォン以外の携帯電話を使用してはいなか

ったのであり、Ａに連絡を取って暴行を加えた第三者の存在はうかがわれない。

もっとも、コンビニ前の暴行については、日時の幅もあるから、行きずりの者

から被害に遭ったということもあり得ないではないが、そうだとすると、警察

や病院へ行かない理由は全くないこととなる。いずれにしても、Ａがけがを負

いながら、警察や病院へ行っていないことは、被告人が犯人ではないとすると

説明できない。 

その上、コンビニ後の暴行の犯人が被告人であることは上記のとおり明らか

であるところ、コンビニ前の暴行の犯人が別人であったとすると、例えば、被

告人から、Ａが外出先からけがをして帰ることがあると聞いた知人がいるとか、

被告人がＣに対して手のけがは他人の暴行で既にできていたもののそれ以外は

自分の暴行であると説明したとかいった、コンビニ前の暴行の犯人が別人であ

ることを示す何らかの痕跡があって当然であるところ、そのような痕跡は全く

見当たらず、このことも、被告人が犯人ではないとすると説明できない。 
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以上の検討を総合すると、コンビニ前の暴行についても、被告人が犯人では

ないとすると合理的に説明できないものといえる。 

（量刑の理由） 

１ この事件は、被告人が、数日間にわたり、Ａの頭部、胸部、腹部、背部、左右上

肢及び左右下肢につえを用いる方法やその他の方法で暴行を加え、Ａに全身多発

性の皮下出血、組織挫滅等の傷害を負わせ、よって、Ａを多発外傷に基づく外傷

性ショックにより死亡させたというものである。 

２ そこで、傷害致死罪のうち、単独で、金銭トラブル又はその他の動機で、被告

人の知人、友人又は勤務先の関係者であるＡを死亡させた傷害致死事件１件の事

案の量刑傾向を踏まえて、まず、犯情を検討してこの事件の重みを考え、次に一

般情状を検討して刑を決める。 

３ まず、犯情のうち、犯行までのいきさつや理由について見る。 

被告人が否認しているため、被告人自身から暴行のいきさつや理由が語られて

はいないが、既に検討したＣの供述などの証拠からすると、犯行までのいきさつ

に記載したとおり、Ａのせいで１２００万円の損害を被った、また、Ａから多額

の金銭を得られるはずだったのにそれができなかったなどと考えて立腹したこと

が明らかに認められる。しかし、証拠によれば、被告人は、Ｏ工業という名前で

事業をしていたものの、令和２年４月までに従業員はいなくなり、令和３年２月

当時はほとんど仕事をしていなかったことが認められ、それほど多額の仕事を請

け負っていたこと自体考えにくい上、パチンコ店で知り合ってせいぜい２か月程

度のＡにそのような仕事を任せたということも考えにくく、１２００万円の損害

については言いがかりというほかないものである。Ａから多額の金銭を得られる

はずなのにそれができなかったという点も、被告人が語らない限り詳細は明らか

ではないものの、合法的に金銭を得る理由があったとは考えにくい。その上、被

告人とＡとの間には明らかな上下関係があり、逃げられないＡに対して犯行に及

んだと考えられることも併せると、犯行のいきさつや理由に同情すべき事情は全
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くないものといえる。 

次に、犯行のやり方について見る。暴行の内容は明らかではなく、不詳の方法

で暴行を加えたと認定せざるを得なかったものであるが、少なくとも、既に認定

したＣの供述中の被告人の発言に加えて、Ａの背中には棒状のものによって殴打

された跡と考えられる皮膚変色があったこと、事件後に１０２号室から４つに分

かれたつえが発見されたことなどからすると、つえで殴る暴行はあったものと認

められる。そして、Ａの解剖をした医師の供述なども踏まえると、被告人は、つ

えを用いる方法やその他の方法で、令和３年２月中旬頃から２月２３日の夜まで

の間に、筋肉や脂肪織が挫滅するほどの強い力で、全身に、何度も執拗に暴行を

加えたといえる。また、Ａの傷のつき方から、Ａが抵抗できていなかったことも

うかがわれる。このような犯行のやり方は、素手による暴行の事件や、回数が少

なく、暴行を加える身体の部位が限定的な事件などに比べ、はるかに悪いものと

いえる。 

そして、数日間に何度も暴行を受け、誰の助けも求められないまま動けない状

態となり死亡するに至ったＡの痛みや恐怖は計り知れないものがあり、遺族が強

い処罰感情を持つのも当然といえる。 

以上の犯情を総合すると、この事件の犯情は、同種の事件の中で重い部類に属

する。 

４ 一般情状について見ると、被告人は、Ａに暴行をしておらず、犯人である第三 

者が存在したなどという不合理な弁解に終始しており、自分が犯した罪と向き合

おうとしていない。また、被告人には傷害致死罪などによる前科が１犯あり、服

役の経験を生かして立ち直るべき立場にあったにもかかわらず、その刑の執行が

終わってから僅か６年で今回の同種の犯行に及んだ。そして、被告人は、Ａが死

亡するまでの間、病院に連れて行くことができたのにそれをせず、一貫して自分

の犯行が発覚しないよう、自己保身を優先する行動をとった。さらに、被告人は、

Ａの遺族に対して弁償も謝罪も全くしていない。 
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５ 以上を踏まえて、被告人に対する具体的な刑を検討する。同種の事件の量刑傾

向は、懲役２年から１６年までに分布し、中間値は懲役７年というものである。

上記のとおり、この事件の犯情は同種の事件の中でも重いものである。また、上

記の一般情状を見ても、被告人に有利なものは見当たらない。そうすると、この

事件が令和４年５月の判決の事件と併合罪の関係にあることを考えても、主文の

程度の懲役刑はやむを得ない。 

（求刑－懲役１５年） 

令和６年８月５日 
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